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（案）

平成２１年５月、ボランティアグループ「手作りを楽しむ会」の皆様から、新潟市社会福祉協議会キャラクター「きらりん」の着ぐるみ２体をご寄附いただきました。
貸出について詳しくは、『着ぐるみきらりん貸出要領』をお読みいただき、まずはお電話にて空き状況をご確認ください。

　　担当：地域福祉課企画開発室　０２５－２４８－７１６５

貸出にあたってのお願い

１．破損防止のため、専用のダンボール箱（163cm×84 cm×88 cm）ごとの運搬をお願いしています。必ず箱が入る大きさの運搬車をご用意ください。

２．きらりんは、新潟市社会福祉協議会から来たことを参加された方々に伝えてください。

３．新潟市社会福祉協議会の広報物（パンフレットなど着ぐるみ貸出時にお渡しします）を参加された方々へ配布してください。

４．着ぐるみ返却時に、新潟市社会福祉協議会の広報に使用してもよい写真（きらりんの活動がわかる写真）を３枚程度ご提供ください。（可能であればデータでの提供を希望します。）
